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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月2日(2017.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
組成物を生産するために、アルブミンおよびアスパラギン酸－アラニンジケトピペラジン
（ＤＡ－ＤＫＰ）を含む供給流を処理するための方法であって、前記方法は、
　第１のアルブミンリーン流および第１のアルブミンリッチ流を生成するために、前記供
給流を処理する工程であって、前記第１のアルブミンリーン流は、前記供給流中に存在す
るＤＡ－ＤＫＰの第１の部分を含み、前記第１のアルブミンリッチ流は、前記供給流中に
存在するＤＡ－ＤＫＰの第２の部分を含む、工程、
　ＤＡ－ＤＫＰを生成してアルブミンおよびＤＡ－ＤＫＰを含む反応物流を得るために、
前記第１のアルブミンリッチ流を反応させる工程、および
　第２のアルブミンリーン流および第２のアルブミンリッチ流を生成するために、前記反
応物流を処理する工程であって、前記第２のアルブミンリーン流は、前記反応物流中に存
在するＤＡ－ＤＫＰの一部を含み、前記第２のアルブミンリッチ流は、前記反応物流中に
存在するＤＡ－ＤＫＰの第２の部分を含む、工程、を含む、方法。
【請求項２】
前記供給流および前記反応物流の少なくとも一方の処理が、濾過、クロマトグラフィー、
沈殿、抽出、およびそれらの組合せの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記供給流および前記反応物流の少なくとも一方の処理が濾過を含み、前記濾過が、タン
ジェンシャルフローフィルトレーションを含む、請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
反応が、熱処理、化学反応、酵素反応、およびそれらの組合せの少なくとも１つを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
反応が、前記第１のアルブミンリッチ流を、４０℃～８０℃の範囲である平均内部温度に
加熱することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
反応が、前記第１のアルブミンリッチ流を、少なくともジペプチジルペプチダーゼＩＶと
酵素反応させることを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
反応が、前記第１のアルブミンリッチ流を、ジペプチジルペプチダーゼＩＶの存在下で、
４０℃～８０℃の範囲である平均内部温度に加熱することを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
前記供給流が、アセチルトリプトファンナトリウム、Ｎ－アセチルトリプトファン、カプ
リル酸ナトリウム、カプリル酸およびそれらの組合せからなる群から選択される少なくと
も１つの追加の成分を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記第１のアルブミンリッチ流が、前記供給流中のアルブミンの少なくとも９０重量％を
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記第２のアルブミンリッチ流が、前記反応物流中のアルブミンの少なくとも９０重量％
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
前記第１のアルブミンリーン流中に存在するＤＡ－ＤＫＰの前記第１の部分が、前記供給
流中に存在するＤＡ－ＤＫＰの少なくとも８０重量％を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
前記供給流、前記反応物流または両方を希釈することをさらに含む、請求項１に記載の方
法であって、希釈が、生理食塩水、乳酸加リンゲル液、酢酸リンゲル液、ヒドロキシエチ
ルデンプン溶液およびデキストロース溶液からなる群から選択される少なくとも１種の希
釈液を用いる、方法。
【請求項１３】
ＤＡ－ＤＫＰを１００μＭを上回る濃度で含む、組成物。
【請求項１４】
ＤＡ－ＤＫＰを含有する組成物を作製する方法であって、前記方法は、
血漿を濾過する前に、
ａ）未濾過血漿と、その血漿中のタンパク質からＮ末端ジペプチドを切断する酵素との接
触、および
ｂ）ＤＡ－ＤＫＰ、またはその生理学上許容される塩を形成させるのに有効な条件下での
前記血漿の加熱
を実施することを含む、方法。
【請求項１５】
ＤＡ－ＤＫＰを含有する組成物を作製する方法であって、前記方法は、
ａ）アルブミン含有溶液を、アルブミンから１対のＮ末端アミノ酸を切断する酵素と接触
させる工程、および
ｂ）ＤＡ－ＤＫＰ、またはその生理学上許容される塩を形成させるのに有効な条件下で前
記アルブミン含有溶液を加熱する工程
を含む、方法。
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